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(57)【要約】
【課題】　触媒層のドライアップを抑制することができ
る燃料電池および燃料電池システムを提供する。
【解決手段】　燃料電池（１０）は、電解質膜（１１）
と、電解質膜の少なくとも一方の面に配置された触媒層
（１２，１３）と、触媒層の少なくとも一部に埋設され
た多孔質状の集電体（１４，１５）と、を備え、触媒層
および集電体の少なくとも一部は、水の表面張力をγ（
Ｎ／ｍ）とし、触媒層の平均孔径をＤ１（μｍ）とし、
集電体の平均孔径をＤ２（μｍ）とし、触媒層の接触角
をθ１（ｒａｄ）とし、集電体の接触角をθ２（ｒａｄ
）とした場合に、０＞４γｓｉｎ（θ１－π／２）／Ｄ

１－４γｓｉｎ（θ２－π／２）／Ｄ２の関係式を満た
すことを特徴とするものである。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電解質膜と、
　前記電解質膜の少なくとも一方の面に配置された触媒層と、
　前記触媒層の少なくとも一部に埋設された多孔質状の集電体と、を備え、
　前記触媒層および前記集電体の少なくとも一部は、水の表面張力をγ（Ｎ／ｍ）とし、
前記触媒層の平均孔径をＤ１（μｍ）とし、前記集電体の平均孔径をＤ２（μｍ）とし、
前記触媒層の接触角をθ１（ｒａｄ）とし、前記集電体の接触角をθ２（ｒａｄ）とした
場合に、０＞４γｓｉｎ（θ１－π／２）／Ｄ１－４γｓｉｎ（θ２－π／２）／Ｄ２の
関係式を満たすことを特徴とする燃料電池。
【請求項２】
　前記触媒層は、カソード触媒層であることを特徴とする請求項１記載の燃料電池。
【請求項３】
　前記触媒層は、アノード触媒層であることを特徴とする請求項１記載の燃料電池。
【請求項４】
　前記触媒層および前記集電体は、前記電解質膜の両面に配置されていることを特徴とす
る請求項１記載の燃料電池。
【請求項５】
　前記電解質膜は、固体高分子型電解質からなることを特徴とする請求項１～４のいずれ
かに記載の燃料電池。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の燃料電池と、
　前記燃料電池のカソードオフガスの相対湿度が１００％未満になるように前記燃料電池
の発電条件を制御する制御手段と、を備えることを特徴とする燃料電池システム。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記燃料電池に供給される反応ガスのストイキ比、前記反応ガスの背
圧、および、前記燃料電池の温度の少なくともいずれかを制御することを特徴とする請求
項６記載の燃料電池システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃料電池および燃料電池システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　燃料電池は、一般的には水素および酸素を燃料として電気エネルギを得る装置である。
この燃料電池は、環境面において優れており、また高いエネルギ効率を実現できることか
ら、今後のエネルギ供給システムとして広く開発が進められてきている。
【０００３】
　燃料電池は、例えば、プロトン伝導性を有する電解質膜と、電解質膜に沿って配置され
たカソード触媒層およびアノード触媒層と、それぞれの触媒層の電解質膜と反対側に配置
されたセパレータと、を備える。このような燃料電池においては、カソード触媒層にカソ
ードガスが供給され、アノード触媒層にアノードガスが供給される。それにより、発電が
行われる。
【０００４】
　特許文献１には、カソード触媒層およびアノード触媒層の内部に集電体が埋設された燃
料電池が開示されている。この燃料電池によれば、ガス拡散層、セパレータ等が集電機能
を有する必要がなくなる。
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１７４８７２号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１の技術では、高温運転時に触媒層にドライアップが生じるお
それがある。
【０００７】
　本発明は、内部に集電体を備える触媒層のドライアップを抑制することができる燃料電
池および燃料電池システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る燃料電池は、電解質膜と、電解質膜の少なくとも一方の面に配置された触
媒層と、触媒層の少なくとも一部に埋設された多孔質状の集電体と、を備え、触媒層およ
び集電体の少なくとも一部は、水の表面張力をγ（Ｎ／ｍ）とし、触媒層の平均孔径をＤ

１（μｍ）とし、集電体の平均孔径をＤ２（μｍ）とし、触媒層の接触角をθ１（ｒａｄ
）とし、集電体の接触角をθ２（ｒａｄ）とした場合に、０＞４γｓｉｎ（θ１－π／２
）／Ｄ１－４γｓｉｎ（θ２－π／２）／Ｄ２の関係式を満たすことを特徴とするもので
ある。
【０００９】
　本発明に係る燃料電池によれば、触媒層および集電体の少なくとも一部が上記関係式を
満たすことから、触媒層および集電体が水を保持し易くなる。それにより、触媒層のドラ
イアップが抑制される。
【００１０】
　上記構成において、触媒層は、カソード触媒層であってもよい。この場合、カソード触
媒層で生成される水がカソード触媒層に保持される。それにより、ドライアップ抑制効果
が高まる。上記構成において、触媒層は、アノード触媒層であってもよい。上記構成にお
いて、触媒層および集電体は、電解質膜の両面に配置されていてもよい。上記構成におい
て、電解質膜は、固体高分子型電解質からなるものであってもよい。
【００１１】
　本発明に係る燃料電池システムは、請求項１～５のいずれかに記載の燃料電池と、燃料
電池のカソードオフガスの相対湿度が１００％未満になるように燃料電池の発電条件を制
御する制御手段と、を備えることを特徴とするものである。本発明に係る燃料電池システ
ムによれば、カソードオフガスの相対湿度が１００％未満の場合であっても、触媒層のド
ライアップを抑制することができる。
【００１２】
　上記構成において、制御手段は、燃料電池に供給される反応ガスのストイキ比、反応ガ
スの背圧、および、燃料電池の温度の少なくともいずれかを制御してもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、内部に集電体を備える触媒層のドライアップを抑制することができる
燃料電池および燃料電池システムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を説明する。
【実施例１】
【００１５】
　本発明の実施例１に係る燃料電池システム１００について説明する。図１は、実施例１
に係る燃料電池システム１００の模式図である。燃料電池システム１００は、燃料電池１
０と、負荷２０と、反応ガス供給手段（アノードガス供給手段３０およびカソードガス供
給手段３５）と、検出手段（温度検出手段４０および圧力検出手段４５）と、調整手段（
温度調整手段５０および圧力調整手段５５）と、制御装置６０と、を備える。
【００１６】
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　燃料電池１０は、電解質膜１１と、触媒層（アノード触媒層１２およびカソード触媒層
１３）と、集電体（アノード集電体１４およびカソード集電体１５）と、ガス拡散層（ガ
ス拡散層１６およびガス拡散層１７）と、セパレータ（セパレータ１８およびセパレータ
１９）と、を備える。電解質膜１１としては、例えばプロトン伝導性を有する固体高分子
電解質を用いることができる。
【００１７】
　アノード触媒層１２は、電解質膜１１の一面に配置されている。カソード触媒層１３は
、電解質膜１１のアノード触媒層１２と反対側の面に配置されている。アノード触媒層１
２およびカソード触媒層１３は、触媒を含有する導電性材料からなる。アノード触媒層１
２の触媒は、水素のプロトン化を促進させる。カソード触媒層１３の触媒は、プロトンと
酸素との反応を促進させる。
【００１８】
　アノード集電体１４は、アノード触媒層１２の内部に電解質膜１１の面方向に沿って埋
設されている。カソード集電体１５は、カソード触媒層１３の内部に電解質膜１１の面方
向に沿って埋設されている。なお、アノード集電体１４およびカソード集電体１５はそれ
ぞれ、アノード触媒層１２およびカソード触媒層１３の内部に少なくとも一部が埋設され
ていればよく、全体が埋設されている必要はない。
【００１９】
　アノード集電体１４およびカソード集電体１５は、電子伝導物質からなる。また、アノ
ード集電体１４およびカソード集電体１５は、多孔質状の物質である。それにより、アノ
ード集電体１４およびカソード集電体１５は、ガス透過性を有している。アノード集電体
１４およびカソード集電体１５として、例えば、金属メッシュ、金属発泡焼結体、エキス
パンドメタル、カーボンファイバー、カーボン焼結体等が用いられる。本実施例において
は、アノード集電体１４およびカソード集電体１は、一例として金属メッシュからなる。
この場合、ガスは、金属メッシュを構成する金属線のうち隣接する金属線で囲まれた領域
を透過することができる。なお、アノード触媒層１２およびアノード集電体１４並びにカ
ソード触媒層１３およびアノード集電体１４の少なくとも一部は、所定の関係式を満たし
ているが、それについては後述する。
【００２０】
　ガス拡散層１６は、アノード触媒層１２の電解質膜１１と反対側に配置されている。ガ
ス拡散層１７は、カソード触媒層１３の電解質膜１１と反対側に配置されている。ガス拡
散層１６は、ガス拡散層１６に供給された水素を含むアノードガスを拡散させて、アノー
ド触媒層１２に供給する機能を有する。ガス拡散層１７は、ガス拡散層１７に供給された
酸素を含むカソードガスを拡散させて、カソード触媒層１３に供給する機能を有する。
【００２１】
　セパレータ１８は、ガス拡散層１６のアノード触媒層１２と反対側に配置されている。
セパレータ１９は、ガス拡散層１７のカソード触媒層１３と反対側に配置されている。セ
パレータ１８およびセパレータ１９は、溝によって構成されたガス流路（図示せず）が形
成された板部材である。セパレータ１８のガス流路においてはアノードガスが流動し、セ
パレータ１９のガス流路においてはカソードガスが流動する。
【００２２】
　負荷２０は、モータ、補機等である。負荷２０とアノード集電体１４とカソード集電体
１５とは、電気的に接続されて電気回路を形成している。アノードガス供給手段３０は、
制御装置６０の指示を受けて水素を含むアノードガスを燃料電池１０に供給する。カソー
ドガス供給手段３５は、制御装置６０の指示を受けて酸素を含むカソードガスを燃料電池
１０に供給する。
【００２３】
　温度検出手段４０は、燃料電池１０の温度を検出して、検出結果を制御装置６０に伝え
る。本実施例においては、温度検出手段４０は、燃料電池１０の内部を流動する冷媒の温
度を検出する。圧力検出手段４５は、反応ガスの背圧を検出して、検出結果を制御装置６
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０に伝える。本実施例においては、圧力検出手段４５は、燃料電池１０のカソード出口か
らの排気ガス（以下、カソードオフガスと称する）が通過する排気管７０に接続されてい
る。この場合、圧力検出手段４５はカソードオフガスの圧力を検出する。
【００２４】
　温度調整手段５０は、制御装置６０の指示を受けて燃料電池１０の温度を調整する。温
度調整手段５０として、例えば、燃料電池１０内部の冷媒流路に冷媒を供給する冷媒ポン
プ等が用いられる。圧力調整手段５５は、制御装置６０の指示を受けて反応ガスの背圧を
調整する。本実施例において、圧力調整手段５５は、燃料電池１０の排気管７０に接続さ
れている。この場合、圧力調整手段５５は、制御装置６０の指示を受けてカソードオフガ
スの圧力を調整する。圧力調整手段５５として、例えば圧力調整弁等が用いられる。
【００２５】
　制御装置６０は、ＣＰＵ（ｃｅｎｔｒａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｕｎｉｔ）６１、
ＲＯＭ（ｒｅａｄ　ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）６２、ＲＡＭ（ｒａｎｄａｍ　ａｃｃｅｓ
ｓ　ｍｅｍｏｒｙ）６３等を有するマイクロコンピュータである。制御装置６０は、反応
ガスのストイキ比が所定の値になるようにアノードガス供給手段３０およびカソードガス
供給手段３５を制御する。また、制御装置６０は、圧力検出手段４５の検出結果を受けて
、反応ガスの背圧（本実施例においてはカソードオフガスの圧力）が所定の値になるよう
に圧力調整手段５５を制御する。さらに、制御装置６０は、温度検出手段４０の検出結果
を受けて、燃料電池１０の温度が所定の値になるように温度調整手段５０を制御する。
【００２６】
　燃料電池システム１００は、以下のように動作する。制御装置６０がアノードガス供給
手段３０を制御することによって、アノードガスが燃料電池１０に供給される。燃料電池
１０に供給されたアノードガスは、セパレータ１８のガス流路を流動してガス拡散層１６
に拡散する。ガス拡散層１６を拡散したアノードガスは、アノード触媒層１２に到達する
。アノード触媒層１２において、アノードガス中の水素はプロトンと電子とに分離する。
プロトンは、電解質膜１１を伝導して、カソード触媒層１３に到達する。電子は、アノー
ド集電体１４によって集電されて負荷２０に供給された後に、カソード集電体１５に到達
する。
【００２７】
　また、制御装置６０がカソードガス供給手段３５を制御することによって、カソードガ
スが燃料電池１０に供給される。燃料電池１０に供給されたカソードガスは、セパレータ
１９のガス流路を流動してガス拡散層１７に拡散する。ガス拡散層１７を拡散したカソー
ドガスは、カソード触媒層１３に到達する。カソード触媒層１３においては、カソードガ
ス中の酸素と電解質膜１１を伝導したプロトンと負荷２０からの電子とから水が生成され
る。生成された水（生成水）は、カソード触媒層１３、ガス拡散層１７およびセパレータ
１９のガス流路を流動して、排気管７０から外部へ排出される。カソードオフガスも排気
管７０から外部へ排出される。以上のように、燃料電池システム１００は動作する。
【００２８】
　本実施例に係る燃料電池１０によれば、触媒層の内部に配置された集電体から集電可能
であることから、ガス拡散層１６、ガス拡散層１７、セパレータ１８およびセパレータ１
９が導電性を有していなくてもよい。その結果、ガス拡散層１６、ガス拡散層１７、セパ
レータ１８およびセパレータ１９に用いる材料に対する制約が抑制される。それにより、
これらの部材に安価かつ軽量な材料を用いることができる。
【００２９】
　なお、燃料電池１０に対する要求負荷が大きくなると、制御装置６０は、燃料電池１０
の発電量が多くなるように各部を制御する。例えば、制御装置６０は、アノードガス供給
手段３０、カソードガス供給手段３５および圧力調整手段５５を制御することによって、
反応ガスのストイキ比、反応ガスの背圧等を制御する。また、制御装置６０は、燃料電池
１０の温度が所定の温度範囲になるように温度調整手段５０を制御する。
【００３０】
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　燃料電池１０の発電量が多くなると、燃料電池１０の温度が高くなる。この場合、燃料
電池１０が高温無加湿条件で発電することがある。本実施例において、高温無加湿条件と
は、カソードオフガスの相対湿度が１００％未満となる条件をいう。一例として、ストイ
キ比が１．５、背圧が１７０ｋＰａ、燃料電池１０の温度が８０℃以上になる場合に、燃
料電池１０が高温無加湿条件で発電を行うことがある。この場合、ドライアップが生じる
ことがある。
【００３１】
　また、触媒層の内部に集電体を埋設する場合、触媒層を厚くすることが好ましい。それ
により、触媒層の熱伝導率が悪化する結果、発電に伴って触媒層近傍の温度が上昇する。
この場合、反応ガスによる触媒層の水分の持ち去りによって触媒層にドライアップが生じ
るおそれがある。そこで、このドライアップを抑制する手段について考察する。
【００３２】
　図２（ａ）は、カソード触媒層１３の上に金属メッシュからなるカソード集電体１５が
配置された様子を示している。図２（ｂ）は、図２（ａ）のＡ－Ａ線断面図である。また
、図２（ｂ）には、水１２０が図示されている。図２（ａ）および図２（ｂ）に示すよう
に、カソード集電体１５の孔１１０（カソード集電体１５の構成金属線間の空間）に溜ま
った水１２０をカソード触媒層１３およびカソード集電体１５が保持するためには、水１
２０にマイナス方向の毛管力（図２（ｂ）において、下側方向の毛管力）が働く必要があ
る。すなわち、水１２０にマイナス方向の毛管力が働くことによって、触媒層および集電
体からの水分の持ち去りが抑制されて、触媒層のドライアップが抑制される。
【００３３】
　図２（ｃ）は、集電体の平均孔径と上記マイナス方向の毛管力と集電体の接触角との関
係を示す図である。図２（ｃ）に示すように、集電体の孔径を小さくすることによって毛
管力が大きくなり、集電体の接触角を小さくすることによって毛管力が大きくなる。した
がって、集電体の孔径を小さくするとともに集電体の接触角を小さくすることによって、
触媒層のドライアップを抑制することができる。しかしながら、集電体の孔径を小さくす
ると集電体のガス透過性が低下してしまう。そこで、集電体の孔径を所定の大きさに維持
しつつ、集電体の接触角を小さくすることが効果的である。
【００３４】
　そこで、本実施例においては、毛細管現象における水の移動を支配する駆動差圧に着目
する。図３は、水の駆動差圧を説明するためのモデル図である。図３は、一方端の径がＤ

１（μｍ）で他方端の径がＤ２（μｍ）である孔１１５に水１２０が滞留する状態を示し
ている。図３において、水１２０を一方端から他方端に移動させるための駆動差圧Ｐ（Ｎ
／ｍ２）は下記式（１）によって表される。なお、γ（Ｎ／ｍ）は水１２０の表面張力で
ある。
Ｐ＝４γｓｉｎ（θ１－π／２）／Ｄ１－４γｓｉｎ（θ２－π／２）／Ｄ２・・（１）
【００３５】
　式（１）を燃料電池１０に適用するには、アノード触媒層１２およびカソード触媒層１
３の平均孔径をＤ１（μｍ）とし、アノード集電体１４およびカソード集電体１５の平均
孔径をＤ２（μｍ）とし、アノード触媒層１２およびカソード触媒層１３の接触角をθ１

（ｒａｄ）とし、アノード集電体１４およびカソード集電体１５の接触角をθ２（ｒａｄ
）とすればよい。
【００３６】
　ここで、触媒層および集電体が水１２０を保持するためには、駆動差圧Ｐが負の値を有
することが必要である。よって、下記式（２）が成立することによって、触媒層および集
電体は水１２０を保持することができる。
０＞４γｓｉｎ（θ１－π／２）／Ｄ１－４γｓｉｎ（θ２－π／２）／Ｄ２・・（２）
【００３７】
　そこで、本実施例においては、アノード触媒層１２およびアノード集電体１４並びにカ
ソード触媒層１３およびカソード集電体１５の少なくとも一部がそれぞれ式（２）の関係



(7) JP 2010-80379 A 2010.4.8

10

20

30

40

50

を満たしている。それにより、これらの触媒層および集電体が水１２０を保持し易くなる
ことから、触媒層のドライアップを抑制することができる。また、カソードオフガスの相
対湿度が１００％未満となる発電条件においては触媒層にドライアップが生じ易いが、燃
料電池システム１００によれば、このような発電条件下においても触媒層のドライアップ
を抑制することができる。それにより、カソードオフガスの相対湿度が１００％未満とな
る条件下において発電を安定して行うことができる。さらに、式（２）によれば、集電体
の平均孔径を所定の大きさに維持することができる。それにより、集電体のガス透過性を
確保することができる。
【００３８】
　なお、触媒層および集電体が式（２）を満たすためには、例えば、触媒層の平均孔径お
よび接触角に対応するように集電体の平均孔径および接触角を調整すればよい。集電体の
接触角は、集電体の表面に親水処理を施すことによって、調整することができる。親水処
理としては、例えば、シリコンコート、プラズマ処理等を用いることができる。
【００３９】
　なお、燃料電池１０においてアノード触媒層１２およびアノード集電体１４並びにカソ
ード触媒層１３およびカソード集電体１５の両者とも、式（２）の関係を満たしているが
、これに限られない。例えば、アノード側およびカソード側のいずれか一方が式（２）の
関係を有していてもよい。この場合、式（２）の関係を有する触媒層のドライアップが抑
制されることから、燃料電池１０の発電性能低下が抑制されるからである。ただし、生成
水は主としてカソード触媒層１３で発生することから、少なくともカソード触媒層１３お
よびカソード集電体１５が式（２）の関係を有していることがより好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】図１は、実施例１に係る燃料電池システム１００の模式図である。
【図２】図２（ａ）は、カソード触媒層１３の上に金属メッシュからなるカソード集電体
１５が配置された様子を示している。図２（ｂ）は、図２（ａ）のＡ－Ａ線断面図である
。図２（ｃ）は、集電体の平均孔径とマイナス方向の毛管力と集電体の接触角との関係を
示す図である。
【図３】図３は、水の駆動差圧を説明するためのモデル図である。
【符号の説明】
【００４１】
１０　燃料電池
１１　電解質膜
１２　アノード触媒層
１３　カソード触媒層
１４　アノード集電体
１５　カソード集電体
１６，１７　ガス拡散層
１８，１９　セパレータ
２０　負荷
３０　アノードガス供給手段
３５　カソードガス供給手段
４０　温度検出手段
４５　圧力検出手段
５０　温度調整手段
５５　圧力調整手段
６０　制御装置
６１　ＣＰＵ
６２　ＲＯＭ
６３　ＲＡＭ
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７０　排気管
１００　燃料電池システム
１１０，１１５　孔
１２０　水

【図１】 【図２】
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